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令和７年度 施策懇談会に向けた議論について 

 

１ 施策懇談会の目的 

これまでの水源環境保全・再生かながわ県民会議の取組・成果等について振り返り、大

綱期間終了後の県民参加のあり方を検討するため、施策懇談会を開催する。 
 
２ 議題 

県民会議における各委員会・作業チームの意義、県民が主体的に取り組める仕組みと

なる制度設計と順応的管理の着実な推進とは 

 
３ 施策懇談会の進め方（議論の対象等） 

・ 各委員会及び作業チームにおける相互の連携や県民会議（全体）について議論する。 

・ 相互の連携に関する検討に当たって、今年度は施策調査専門委員会及び事業モニタ

ーチームが各自議論を行っているため、それぞれの議論の内容を全体で共有し、他の

委員会・チームの連携も含め、県民会議全体で検討を行う。 

・ 県民会議（全体）の議論としては、令和９年度以降の次期計画を見据え、より実効

的・実践的な仕組みについて検討する。 

 

４ 所掌事項等 

＜県民会議＞ 

(1) 水源環境保全・再生施策の評価及び推進に関すること 

  (2) 水源環境保全・再生施策の県民への情報提供に関すること 

  (3) ＮＰＯ等が行う水源環境保全・再生に係る事業に対する支援に関すること 

(4) その他水源環境保全・再生の取組に関すること 

＜施策調査専門委員会＞ 

(1) 施策の進捗や効果を把握するための指標・方法等に関すること 

(2) 施策の点検・評価に関すること 

(3) 施策の実施状況・評価等に関する県民への情報提供に関すること 

＜市民事業専門委員会＞ 

(1) ＮＰＯ等が行う事業を支援する仕組みに関すること 

(2) 対象事業の審査に関すること 

＜事業モニターチーム＞ 

・県民目線での特別対策事業のモニター（点検）の実施及び評価結果のとりまとめ 

＜情報発信チーム＞ 

・水源環境保全・再生施策に関する県民意見の集約及び県民への情報提供 
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５ 施策調査専門委員会としての検討事項 

（１）各委員会・作業チームとの連携に係る検討 

  ① 施策調査専門委員会及び事業モニターチームにおける検討状況について 

    ⇒（対応案）本日までの議論の経過及び今後想定している連携案について県民会議

全体へ発表（共有）する。 

  ② 各委員会・作業チームとの連携に係る検討 

    ⇒（検討１）本日の委員会において事業モニターチーム以外の委員会・作業チーム

との連携について必要な事項を議論し、施策懇談会に向けて整理する。 

（２）県民会議のあり方に係る検討 

   ⇒（検討２）上記（検討１）同様、本日の委員会において、令和９年度以降の水源

施策において、県民会議がより実行的・実践的な仕組みとなるよう、

施策調査専門委員会の視点で必要な事項を議論し、整理する。 

 

☆ 検討１：各委員会・作業チームとの連携について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策調査専門委員会 

市民事業専門委員会 情報発信チーム 

水源環境保全・再生施策に関する 

県民意見の集約及び県民への情報提供 

(1) ＮＰＯ等が行う事業を支援する 

仕組みに関すること 

(2) 対象事業の審査に関すること 

(1) 施策の進捗や効果を把握するための指標・方法等に関すること 

(2) 施策の点検・評価に関すること 

(3) 施策の実施状況・評価等に関する県民への情報提供に関すること 

・対象事業の審査に当たり有識者の意

見が聞きたい。 

・シンポジウムでは有識者の方から分か

りやすく施策の説明をして欲しい。 

・もりみずカフェでは、５分程度しか説

明時間がなく、どのような説明をした

らよいか意見を聞きたい。 

・フォーラム参加者へのアンケート内容

が施策の評価に活用できる内容とな

っているのか。アンケートに入れたほ

うがよい項目はあるか。 

・審査会への助言、 

オブザーバー出席 など ・シンポジウムでの登壇 

・説明ポイントの教授・解説 

・アンケート項目の検討 など 

・効果的な県民意見

の収集・報告 

・県民目線での意見 

・点検結果・最終評価に 

つながる情報 

・ＮＰＯ等からの意見提出 

・施策の点検・評価にしっかり県

民意見を取り入れる。 

・報告書の内容が県民目線で分か

りやすいものとなっているか。 
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☆ 検討２：県民会議のあり方について 

 

 

 

 

 

 

 

＜議論のポイント（一例）＞ 

 ・施策調査専門委員会の構成員（人数、専門分野など） 

 ・令和９年度以降の水源施策の評価指標等の検討に当たり必要な体制 

 ・順応的管理の着実な推進に向けた課題の洗い出し 

  ※現在、年次の点検結果報告書は次の仕組みで作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・総合評価や次期計画への意見書作成に向けた各委員会・作業チームの有機的な連携に

ついて など 

水源環境保全・再生かながわ県民会議（全体） 

(1) 水源環境保全・再生施策の評価及び推進に関すること 

(2) 水源環境保全・再生施策の県民への情報提供に関すること 

(3) ＮＰＯ等が行う水源環境保全・再生に係る事業に対する支援に関すること 

(4) その他水源環境保全・再生の取組に関すること 

 

点検結果報告書では、４つの点検要素

（①事業進捗状況、②モニタリング調査

結果、③事業モニター意見、④県民フォ

ーラム意見）によりアウトプットや１次

的アウトカムまでの評価を行い、モニタ

リング調査に基づく高次な評価（２次的

アウトカム、最終的アウトカム等）につ

いては「総合的な評価報告書」で行うこ

ととする。 


